
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参

議

院

財

政

金

融

委

員

会

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

今
般
の
追
加
出
資
措
置
を
踏
ま
え
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
に
よ
る
危
機
対
応
業
務
の
実
施
に
際
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
蓄
積
し
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
積
極
的
活
用
な
ど
を
通
じ
た
適
切
な
審
査
の
下
で
、
必
要
な
資
金
が
円
滑
に
供
給
さ
れ

る
よ
う
業
務
の
実
施
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

一

現
下
の
国
際
金
融
危
機
に
伴
う
経
済
金
融
情
勢
の
悪
化
の
下
で
、
中
小
企
業
向
け
貸
出
残
高
が
引
き
続
き
低
下
傾
向
に
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
行
う
中
小
・
小
規
模
企
業
向
け
融
資
の
更
な
る
円
滑
化
に
努
め
る
こ

と
。
ま
た
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
行
う
大
企
業
・
中
堅
企
業
向
け
の
危
機
対
応
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
関
連

の
中
小
・
小
規
模
企
業
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

一

日
本
政
策
投
資
銀
行
の
株
式
の
保
有
の
在
り
方
等
を
見
直
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
に
際
し
て
は
、
会
社
の
業
務
運
営

の
公
共
性
の
確
保
、
会
社
が
長
期
の
投
融
資
機
能
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
安
定
的
な
資
金
調
達
基
盤
の
確
保
、

競
争
力
の
あ
る
人
材
を
確
保
で
き
る
体
制
の
構
築
等
に
留
意
し
て
検
討
を
行
い
、
会
社
の
長
期
的
企
業
価
値
が
毀
損
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

日
本
政
策
投
資
銀
行
や
日
本
政
策
金
融
公
庫
等
の
担
う
政
策
金
融
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
能
と
役
割
の

重
要
性
を
再
確
認
し
た
上
で
、
民
間
金
融
機
関
の
み
な
ら
ず
、
系
統
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
等
も
含
め
た
我
が
国
金
融

セ
ク
タ
ー
全
体
と
の
関
係
な
ど
に
も
留
意
し
つ
つ
、
改
め
て
見
直
し
に
向
け
た
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


